
鹿児島県土木部総合評価技術委員会設置要領

（趣旨）

第１条 この要領は，「公共工事の品質確保の促進に関する法律」（平成１７年法律第１８号）

の趣旨を踏まえ，鹿児島県土木部及び商工労働水産部漁港漁場課が発注する工事のうち，「鹿

児島県総合評価方式試行要領」に基づき実施される，総合評価方式における入札参加希望者

の技術提案等に対し，地方自治法施行令第１６７条の１０の２及び地方自治法施行規則第１

２条の４に従い，中立かつ公正な審査・評価の確保を図るため，鹿児島県土木部総合評価技

術委員会（以下「委員会」という。）の組織，委員，会議，事務局その他の委員会の設置に

関して必要な事項を定めるものとする。

（委員会の事務）

第２条 委員会は，鹿児島県（以下「県」という。）の委嘱に基づき，次に掲げる事務を行う。

ただし，第２号の事務は，その必要がある場合のみとする。

（１）鹿児島県土木部及び商工労働水産部漁港漁場課が総合評価方式による落札者の決定

基準を定めるとき，留意すべき事項について意見を述べること。

（２）鹿児島県土木部及び商工労働水産部漁港漁場課が総合評価方式で発注する工事の価

格以外の技術的な要素に係る評価結果の適否について意見を述べること。

（委員会の委員及び任期等）

第３条 委員会は委員２名以上で組織する。

２ 委員は，公正中立の立場で客観的に意見を述べることができる学識経験を有する者の

うちから，県が委嘱する。

３ 委員の任期は，原則として１年とする。委員が欠けた場合における補欠の委員任期は，

前任者の残任期間とする。

４ 委員の再任は，妨げない。

５ 委員の氏名及び職業は，公表するものとする。

（委員会の運営）

第４条 委員会は，県の依頼により土木部監理課長（以下「監理課長」という。）が 招集し

開催する。

２ 委員会は，入札参加希望者から提出された技術資料に，個人情報や知的財産に相当す

る情報が含まれることから非公開とする。

３ 委員会の進行は，事務局が行う。

４ 委員会は，原則として２名以上の委員の出席をもって開催することができるが，やむ

を得ない場合，監理課長の了解を得た上で，個別に委員の意見を聴取できることとする。



（意見）

第５条 委員は，第２条の事務に関し，その都度意見を述べるものとする。

（守秘義務）

第６条 委員は，第２条の事務を処理する上で知り得た情報等を他に漏らしてはならない。

（庶務）

第７条 委員会の庶務は，当該対象工事を発注する各主務課・室又は地域振興局・支庁(以下

「振興局等」という)の協力を得て，事務局が行う。この場合において，委員会における事

務に必要な資料の作成は，当該対象工事を発注する各主務課・室又は振興局等が行う。

（事務局）

第８条 事務局は，土木部監理課に置く。

（特例）

第９条 委員会は，市町村長から，市町村が実施主体の総合評価方式により入札を行おうとす

る工事について委員会への審議依頼があり，その内容が適当と認められる場合は，審議及び

意見を述べることができる。

（雑則）

第１０条 この要領に定めるもののほか，委員会の運営に必要な事項は，県が委員会に諮って

定める。

附則

この要領は，平成１８年１１月２１日から施行する。

附則

この要領は，平成１９年９月２０日から施行する。

附則

この要領は，平成１９年１２月１４日から施行する。

附則

この要領は，平成２０年６月１０日から施行する。

附則

この要領は，平成２２年５月１２日から施行する。


